
 

新たな患者負担増の中止を求める意見書 

 

患者が、経済的理由で治療を中断したり、受診できなくなる事態が深刻化してい

る。 

ところが政府は、医療費の窓口負担を現行の１～３割の定率負担に加え、通院毎

に追加で定額負担をさせたり、治療の一部として必要とされている入院給食の自己

負担を増やすなど、新たな患者負担増を計画している。 

特に入院給食費は、病院から在宅へ、医療から介護への流れを強める、地域包括

ケアシステムの中で、病院と在宅との費用負担を公平化するとの名目で負担増が検

討されている。しかし入院給食は、治療上の必要性から、栄養価・食材等が考えら

れ提供されるもので、健康な人が自宅で食べる食事と同じではない。 

本来は、在宅においても病院と同じような栄養管理ができるように診療報酬・介

護報酬を改善することが「公平」であり、入院給食費を増やすことは「公平」では

ない。 

以上の趣旨から政府におかれては、以下の項目を緊急に実施されるよう強く要望

する。 

記 

１．入院給食費の自己負担を増やすなど、新たな患者負担増はやめてください。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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